
 

 

 

 

 

 
 

平 成 30 年 度 
 

 

 

宮 代 町
 一 般 会 計 予 算 書 特 別 会 計

及び歳入歳出予算事業別概要書
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県南埼玉郡宮代町 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



目 次

一 般 会 計

平成３０年度宮代町一般会計予算 ………………………………… 1 頁

特 別 会 計

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計予算 …………………⁷ 215 頁

平成３０年度宮代町介護保険特別会計予算 ………………………⁷ 259 頁

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算 ………………　 319 頁

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算 ………………　 341 頁

平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算 ……………　 373 頁





宮 代 町 一 般 会 計 予 算
（ 附 予 算 説 明 書 ）

平 成 ３０ 年 度





平 成 ３ ０ 年 度 宮 代 町 一 般 会 計 予 算

平成３０年度宮代町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，６２８，２７７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

７００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成３０年 ３月２２日提出

宮代町長 新 井 康 之
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

融資機関が農業者に対し融資し
た場合において、「宮代町農業
近代化資金利子補給要綱」に基
づき利子補給することとなる額

農 地 流 動 化 奨 励 補 助 平 成 ３ ０ 年 度 か ら

（ 平 成 ３ ０ 年 度 認 定 分 ） 平 成 ３ １ 年 度 ま で

埼玉県信用保証協会が金融機関
に保証した元金のうち、代位弁
済した元金から中小企業信用保
険法により受領した保険金を控
除した額の５割相当額と利子額
の合計額

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

平 成 ３ １ 年 度 か ら

平 成 ５ ０ 年 度 ま で

農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 助

（ 平 成 ３ ０ 年 度 融 資 分 ）

平 成 ３ １ 年 度 以 降
埼玉県信用保証協会損失補償

（ 平 成 ３ ０ 年 度 融 資 分 ）

「宮代町農地流動化奨励補助金
交付要綱」に基づき交付する額
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（単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する

普 通 貸 借 ものによる。ただ

１ 87,900 又は 年5.0％以内 し、町財政の都合に

証 券 発 行 より据置期間及び
償還期限を短縮し
、又は繰上償還も
しくは低利に借換
えすることができ
る。

2 6,200 同 上 同 上 同 上

3 34,700 同 上 同 上 同 上

4 11,300 同 上 同 上 同 上

5 15,300 同 上 同 上 同 上

6 8,200 同 上 同 上 同 上

7 43,900 同 上 同 上 同 上

8 59,700 同 上 同 上 同 上

9 2,700 同 上 同 上 同 上

10 42,200 同 上 同 上 同 上

11 11,100 同 上 同 上 同 上

同 上
(ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び

12 臨時財政対策債 430,700 同 上 地方公共団体金融 同 上
機構について、利
率の見直しを行っ
た後においては当
該見直し後の利率)

753,900

消 防 団 詰 所
改 修 事 業

橋 り ょ う 維 持
管 理 事 業

社 会 教 育 施 設
整 備 事 業

地 区 生 活 道 路
整 備 事 業

第 ３ 表 地 方 債

起 債 の 目 的

西 原 自 然 の 森
用 地 取 得 事 業

防 災 活 動 事 業

計

道 路 舗 装
修 繕 事 業

都 市 計 画 道 路
整 備 事 業

東 武 動 物 公 園
駅西口整備事業

東 武 動 物 公 園
駅東口整備事業

小 学 校 施 設
整 備 事 業
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平 成 ３０ 年 度

宮代町一般会計予算に関する説明書
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給　　与　　費　　明　　細　　書

１　特別職

（単位　千円）

　※ 期末手当等は、通勤手当を含むものとする。

２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

　※ （　）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

（単位　千円）

　※ 管理職手当等は、管理職員特別勤務手当を含むものとする。

△ 966

18,990

1,118

476 △ 60

勤勉手当

1,550

本　年　度

区　　分 超過勤務手当

扶養手当

比　　　較

113,426

7,110

前　年　度

比　　　較

106,316

18,957
職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

166,764

期末手当

20,970

前　年　度

43,133

45

7,566

5,376

18,930 4,410

2,013

168,31437,055

日直手当 特殊勤務手当

7,134

通勤手当住居手当

15,416 35,720

△ 247

5,076

8,949

合　　計

229,549

共　済　費 備　　考

0

給　　料

△ 9 5,076

1

（3）

174
687,482

職員手当

415,443

7,151

報　　酬

173

区　　分
職員数
（人）

前　年　度

比

較

議　員

その他

0

計

町長等

26,379

32,349

（2）

52,094

65,397

149,840

5,076

1,502

1,326

1,843

102,555

65,397

22,749

951

6,402 9,196

13,153

24,536

計

951

551

1,292

20,304

2,618

2,290

1,583

21,637

65,397

171,477

6,273

15,364

38,622

67,458

788

21,390

70,473

180,426

7,061

14,329

40,912

69,041

合　　計 備　　考
報　　酬 給　　料 期末手当等 計

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共　済　費

職員数
（人）

14

414

33,851

54,712

70,473

10,15123,700

159,036

9,600

14,936

3

397

108,957

16,228

23,700

22,749

38,484

70,473

議　員

計

3

14

406

37,158

比　　　較

本　年　度

前
年
度

計 423

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

町長等

区　　分

町長等

議　員

その他

本
年
度

その他

2,598

34,457

402,290

43,609

区　　分 管理職手当等

680,331 1,082,621

△ 1,035

△ 9

（1）

本　年　度

1,118

214,133

1,102,925 1,332,474

1,296,754

432

地域手当

45

0 0
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（２）　給料の増減明細

千円 千円

給与改定に 給料表改定による増額 改定率

伴う増減分

昇給に伴う 平均昇給間差額×現に 平均昇給率

増加分 在職する職員数×12月

(5,698円×144人×12月）

その他の 採用、退職、会計間の異 職員数の変動状況

増減分 動等による増減

採用、退職、会計間の異動

等状況

5 人

（見込）

％

（2）

現在、在職
する職員数

18

退職等

15人

（2）

30年1月1日

30.1.2～

（見込）

人

人

（3） （2）

8

人

171

（2）

168

採用等

（2）

人

29年1月1日

増　　減
3

人

説　　　　　明区　　分 増減額の増減事由別内訳増　減　額 備　　　　　考

（0）

給 料 7,151 1

3

9,847

1,557

2

0.32

1.87

％

29.1.2～
　　 30.1.1

△ 4,253
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（３）　職員手当の増減明細

千円 千円 千円

給与改定に 給与改定による手当額の 地域手当

伴う増減分 変更による増額 扶養手当

期末手当

勤勉手当

昇給に伴う 地域手当

増加分 期末手当

勤勉手当

その他の 採用、退職、会計間の異 管理職手当等

増減分 動等による増減 地域手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

超過勤務手当

期末手当

勤勉手当

（４）　給料及び職員手当の支給状況

ア　職員一人あたりの給与

　※ 平均年齢の小数点以下は月数を示す。

備　　　　　　考

672

135

6,653

698

2,598

251

2,013

732△

966

平成30年1月1日
現　　　　　　　在

平成29年1月1日
現　　　　　　　在

一般職員

330,638平均給料月額

平均給与月額

区　　　　　　　　分

332,409

平　均　年　齢

平均給料月額

平　均　年　齢

△

△

45.07

区　分 増　減　額

13,153

1,427

970

△

2,084

592

1,232

△

円

歳

45.08

平均給与月額

365,954

円

円

説　　　　　明

892

職員手当 8,158

3

増減額の増減事由別内訳

1

2 4,103

365,108

432

歳

円
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イ　初任給

ウ　級別職員数

　※ （　）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

（級別の標準的な職務内容）

（0） （0）

14

38.01

1級 5号給

14

（0）

65

14.62

100.00

（100.00）

1,000円
引き上げ

円

級 5 級 4 級

（2）

8.19

171

（0）

23.39

8.19

（2）

主　　査 主　　事

1 級

国

178,200

2 級

147,100

1,000円
引き上げ

179,200

円1級 5号給

146,100

本年度 151,500

円

主　　任

3 級

（0）

（0）

計

高校卒

一般職員

（0）

25

円

184,800

5級

級 職員数（人）

前年度

区　　　　分

1級 5号給 150,500 1級 5号給

1,000円
引き上げ

区　　　　分

1級25号給 1級25号給

1級25号給1,000円
引き上げ円

円

宮　　代　　町

185,800

円

本年度 1級25号給

円

主　　幹職　　　務

40

（0）

副 課 長

3級

4級

平成30年1月1日

現　　　　　　　在

1級

2級

大学卒
前年度

課　　長

（100.00）

構成比（％）

6 級

6級
（0） （0）

13 7.60
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エ　昇給

オ　期末手当及び勤勉手当

　※ （　）内は再任用職員の支給率である。

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

備　考

25.55625 49.59

定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

35年勤続の者
（月分）

最高限度
（月分）

定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

49.59
埼 玉 県 市 町 村
総 合 事 務 組 合

有

有

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置

33.27075

34.5825

有

支給率計 （月分）

24.586875

人

人

人142

2

2 人 2

人

47.70947.709

そ の 他 の
加 算 措 置 等

人

（2.3）

人人 168

84.2

人

142

人

人

171 人

8 人

人

3 人

144人

8

国の制度

宮代町

20年勤続の者
（月分）

25年勤続の者
（月分）

区　分

2.125

人171

（1.075）

2.075 （1.05）

2.125

2.225

2.275

2.275

前　年　度

（1.225）

4.30

国

8号給

区　　分

本　年　度

6月 （月分）

 号給数別内訳

2

84.5

支給期別支給率

138

168

本
　
年
　
度

前
　
年
　
度

 比率　（Ｂ）／（Ａ）

 職員数 （Ａ）

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

 職員数 （Ａ）

 号給数別内訳
4号給

4.40（1.225）

4号給

8号給

（1.075）

138人

（1.2）

2号給

3号給

人

3 人2号給

 比率　（Ｂ）／（Ａ）

133

3号給

％

一般職員

（2.25）

4.40 （2.3）

12月 （月分）

％

144

84.5 ％

84.2 ％

133

区　　　分 合　　計
代表的な職種
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キ　地域手当

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

支給対象職員の比率

代表的な特殊勤務手当の名称 　感 染 症 防 疫 手 当

（
支給対象職員

）
全職員数

3.00 ％

給料総額に対する比率

％

173

％

代表的な職種

保健師、看護師
全　　職　　員

6 ％

6

国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率

支 給 対 象 職 員 数

全　地　域

％

支 給 対 象 地 域

人

区　　　分 国の制度との異同

支 給 率

差異の内容

3.00

（ ）
特殊勤務手当

給料
0.01 0.01％

区　　　　　　　　　　分

通　勤　手　当 同

扶　養　手　当 同

住　居　手　当 同
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（過年度に係る分）

進 修 館 進 修 館 の
指 定 管 理 料 管 理 運 営 に 要 す る 額

宮 代 町 福 祉 交 流 宮代町福祉交流センター
セ ン タ ー 指 定 管 理 料 管 理 運 営 に 要 す る 額

公 設 宮 代 福 祉 医 療
セ ン タ ー 管 理 運 営 に
要 す る 額

融資機関が農業者に対し
融資した場合において、

農業近代化資金利子補助 「宮代町農業近代化資金
（ 平 成 23 年 度 融 資 分 ） 利子補給要綱」に基づき

利子補給することとなる
額

農業近代化資金利子補助
（ 平 成 27 年 度 融 資 分 ）

農業近代化資金利子補助
（ 平 成 28 年 度 融 資 分 ）

野 田 堰 改 修 工 事 負 担 金

は ら っ パ ー ク 宮 代 は ら っ パ ー ク 宮 代 の
指 定 管 理 料 管 理 運 営 に 要 す る 額

宮 代 町 立 図 書 館 宮 代 町 立 図 書 館 の
指 定 管 理 料 管 理 運 営 に 要 す る 額

宮 代 町 総 合 運 動 公 園 宮代町総合運動公園の
指 定 管 理 料 管 理 運 営 に 要 す る 額

公設宮代福祉医療センター
指 定 管 理 料

平 成 28 年 度 か ら
平 成 29 年 度 ま で

平 成 28 年 度 か ら
平 成 29 年 度 ま で

24

平 成 29 年 度

平 成 28 年 度 か ら
平 成 29 年 度 ま で

136

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

前年度末までの支出見込額

平 成 29 年 度 9

同 上

同 上

6,030

平 成 28 年 度 か ら
平 成 29 年 度 ま で

宮 代 町 、 白 岡 市 及 び
見沼代用水土地改良区
で 締 結 す る 協 定 書 に
定める宮代町の負担額

平 成 28 年 度 か ら
平 成 29 年 度 ま で

10,940

平 成 24 年 度 か ら
平 成 29 年 度 ま で

0

20

165,400

136

事         項 限    度    額
期        間 金  額
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（単位：千円）

一般財源

平 成 30 年 度 か ら
平 成 44 年 度 ま で

平 成 30 年 度 か ら
平 成 49 年 度 ま で

平 成 30 年 度 か ら
平 成 33 年 度 ま で

同 上 同 上

平 成 30 年 度 か ら
平 成 32 年 度 ま で

限 度 額
に 同 じ

限 度 額
に 同 じ

同 上

平 成 30 年 度 か ら
平 成 32 年 度 ま で

同 上

同 上

平 成 30 年 度 か ら
平 成 34 年 度 ま で

平 成 30 年 度 か ら
平 成 48 年 度 ま で

平 成 30 年 度 か ら
平 成 32 年 度 ま で

平 成 30 年 度 か ら
平 成 32 年 度 ま で

の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額

以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

同 上

同 上

同 上同 上

同 上

同 上

同 上

左   の   財   源   内   訳

地方債金  額

同 上

期        間 その他

同 上
平 成 30 年 度 か ら
平 成 32 年 度 ま で

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

特    定    財    源

国　県
支出金

当該年度以降の支出予定額
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（平成３０年度に係る分）

融資機関が農業者に対し
融資した場合において、

農業近代化資金利子補助 「宮代町農業近代化資金
（平成30年度融資分） 利子補給要綱」に基づき

利子補給することとなる
額

「宮代町農地流動化奨励
補 助 金 交 付 要 綱 」 に
基 づ き 交 付 す る 額

埼玉県信用保証協会が金
融機関に保証した元金の

埼 玉 県 信 用 保 証 協 会 うち、代位弁済した元金
損 失 補 償 から中小企業信用保険法
（平成30年度融資分） により受領した保険金を

控除した額の５割相当額
と 利 子 額 の 合 計 額

事         項
前年度末までの支出見込額

期        間 金  額
限    度    額

農 地 流 動 化 奨 励 補 助
（平成30年度認定分）
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（単位：千円）

一般財源

平 成 31 年 度 か ら
平 成 50 年 度 ま で

平 成 31 年 度

平 成 31 年 度 以 降 同 上 同 上

同 上 同 上

国　県
支出金

その他地方債

左   の   財   源   内   訳
当該年度以降の支出予定額

特    定    財    源

期        間 金  額

限 度 額
に 同 じ

限 度 額
に 同 じ
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前 々 年 度 末 前 年 度 末

現 在 高 現 在 高 見 込 額

１ 普 通 債 2,795,495 3,101,463

（１） 総 務 債 79,358 306,131

（２） 民 生 債 769,189 701,878

（３） 衛 生 債 521,590 487,718

（４） 農 林 水 産 業 債 0 0

（５） 土 木 債 1,224,500 1,229,718

（６） 消 防 債 0 26,800

（７） 教 育 債 119,858 282,068

（８） そ の 他 81,000 67,150

２ そ の 他 5,882,462 5,894,928

（１） 減 税 補 て ん 債 188,858 147,723

（２） 臨 時 税 収 補 て ん 債 9,544 0

（３） 臨 時 財 政 対 策 債 5,684,060 5,747,205

合 計 8,677,957 8,996,391

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

区 分
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金
現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

323,200 295,061 3,129,602

94,100 10,832 389,399

0 68,473 633,405

0 34,594 453,124

0 0 0

173,100 125,152 1,277,666

2,700 2,561 26,939

53,300 39,599 295,769

0 13,850 53,300

430,700 442,278 5,883,350

0 41,666 106,057

0 0 0

430,700 400,612 5,777,293

753,900 737,339 9,012,952

現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び

見 込 み に 関 す る 調 書
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宮 代 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
（ 附 予 算 説 明 書 ）

平 成 ３０ 年 度





平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計予算

平成３０年度宮代町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，９５０，５４２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用

平成３０年 ２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之
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平 成 ３０ 年 度

宮代町国民健康保険特別会計予算に関する説明書





－　　－219



－　　－220



－　　－221



－　　－222



－　　－223



－　　－224



[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[事業終了]
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[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]
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[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]

[国保制度の都道府県化に伴い廃止]
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給　　与　　費　　明　　細　　書

１　特別職

（単位　千円）

２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

（単位　千円）

276

3,579

前　年　度 3,303

89

5,244

職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

△ 126

5,333

0

34,543

0

扶養手当

1,501

備　　考

714 75

840

25

1,001

123

480

889

△ 48

1,365

620

共　済　費

41,792

40,291

112

超過勤務手当通勤手当

0 0

427

427

427

427

12

12

合　　計

7,249

6,629

0

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

0

計報　　酬

12,57221,971

給　　料 職員手当

6

区　　分

本　年　度

前　年　度

比　　　較 0

本　年　度

区　　分
職員数
（人）

比

較

議　員

その他 0

0計

427

427

427

427

共　済　費 合　　計 備　　考
報　　酬 給　　料 期末手当等 計

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

427

427

427

427

前
年
度

計 12

議　員

町長等

12

6

区　　分

町長等

議　員

その他

本
年
度

計

その他

町長等

職員数
（人）

21,418 33,662

553 881328

12,244

地域手当

1,390

480

比　　　較

前　年　度

0比　　　較

区　　分 期末手当 勤勉手当

本　年　度

管理職手当
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（２）　給料の増減明細

千円 千円

給与改定に 給料表改定による増額 改定率

伴う増減分

昇給に伴う 平均昇給間差額×現に 平均昇給率

増加分 在職する職員数×12月

(7,541円×6人×12月）

その他の 採用、退職、会計間の異 職員数の変動状況

増減分 動等による増減

採用、退職、会計間の異動

等状況

％

30年1月1日

29年1月1日

増　　減 人

採用等

2

退職等

0

人

3 △ 50

2.68 ％

現在、在職
する職員数

543

（見込）

区　　分 増減額の増減事由別内訳 説　　　　　明

1 60

29.1.2～
　　30.1.1

30.1.2～
0 人0

2 人

人6

6

（見込）

増　減　額 備　　　　　考

給 料

2

0.28

人

人

553
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（３）　職員手当の増減明細

千円 千円 千円

給与改定に 給与改定による手当額の 地域手当

伴う増減分 変更による増額 扶養手当

期末手当

勤勉手当

昇給に伴う 地域手当

増加分 期末手当

勤勉手当

その他の 採用、退職、会計間の異 地域手当

増減分 動等による増減 扶養手当

通勤手当

超過勤務手当

期末手当

勤勉手当

（４）　給料及び職員手当の支給状況

ア　職員一人あたりの給与

　※ 平均年齢の小数点以下は月数を示す。

イ　初任給

31

△

円151,500

1級25号給

178,2001級25号給

円

1級 5号給

円

1

△

80

1,000円
引き上げ

42

△

116

9

33

48

12

112

△

208

84

1,000円
引き上げ

1,000円
引き上げ 1級 5号給 146,100

147,100

179,200

円

国

△

39.05 歳

円
大学卒

前年度 円

区　　　　分

本年度

184,800

歳

△

1,000円
引き上げ

平成29年1月1日
現　　　　　　　在

円

平均給与月額 324,610 円

296,117

1級 5号給

150,500 円

平均給料月額 円

平　均　年　齢

40.07

229

一般職員

円

宮　　代　　町

1級25号給

185,8001級25号給

前年度 1級 5号給
高校卒

本年度

3

303,133

△ 72

171

増減額の増減事由別内訳

1

備　　　　　　考説　　　　　明区　　分 増　減　額

328職員手当

平成30年1月1日
現　　　　　　　在

平均給料月額

平　均　年　齢

2

区　　　　　　　　分

4

平均給与月額 333,485 円
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

オ　期末手当及び勤勉手当

1 級

0.00

16.67

主　　任 主　　事主　　幹

有

平成30年1月1日

現　　　　　　　在

1級

2級

3級

4級

5級

6 人

代表的な職種

4.40

83.3

支給率計 （月分）

6級

有

50.00

5

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置

％

4.40

4.30

有

人

人

人

人

％

人

6

5 人

6 人

5 級

人6

6

0 0.00

6 6

人

人

人

100.00

4 級

主　　査

3 級 2 級

1

職員数（人） 構成比（％）

16.67

一般職員

級

16.67

職　　　務 課　　長

1

3

0

6

1

級 6 級

計

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

 職員数 （Ａ）

 号給数別内訳
4号給

6号給

6号給

2号給

4号給

8号給

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

人

人

人

83.3 ％

100.0

2.075 2.225

区　　分
6月 （月分）

2.125

前
　
年
　
度

 職員数 （Ａ）

8号給

2.125

2号給

5
 号給数別内訳

12月 （月分）

本　年　度

国の制度

支給期別支給率

2.275

100.0 ％

前　年　度

2.275

6

5

人

一般職員
合　　計

副 課 長

区　　　　分

本
　
年
　
度

 比率　（Ｂ）／（Ａ）

区　　　分

 比率　（Ｂ）／（Ａ）
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カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　その他の手当

47.709
定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

49.59
定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

埼 玉 県 市 町 村
総 合 事 務 組 合

備　考
最高限度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等

47.709

25年勤続の者
（月分）

49.59

通　勤　手　当 同

6

支 給 対 象 職 員 数

国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率

同

住　居　手　当

国の制度との異同

6

区　　　分

扶　養　手　当

区　分

支 給 対 象 地 域

国

宮代町

24.586875

％

34.5825

全　地　域

差異の内容

同

人

6 ％

20年勤続の者
（月分）

25.55625

支 給 率

33.27075

35年勤続の者
（月分）
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平 成 ３０ 年 度

宮 代 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
（ 附 予 算 説 明 書 ）





平 成 ３ ０ 年 度 宮 代 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成３０年度宮代町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９８９，８０２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用

平成３０年 ２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
運 営 業 務 委 託 契 約

平 成 ３ １ 年 度
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
運 営 業 務 委 託 に 要 す る 額
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平 成 ３０ 年 度

宮代町介護保険特別会計予算に関する説明書
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給　　与　　費　　明　　細　　書

１　特別職

（単位　千円）

　※ 期末手当等は、通勤手当を含むものとする。

２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

（単位　千円）

△ 724

本　年　度 13

区　　分

本　年　度

前　年　度

前
年
度

扶養手当

計 49

区　　分

町長等

議　員

その他

本
年
度

計

議　員

その他 49

町長等

町長等

9,387

9,310

合　　計 備　　考
報　　酬 給　　料 期末手当等 計

共　済　費

9,310

9,310

9,387

9,387

職員数
（人）

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

9,310

区　　分
職員数
（人）

比

較

議　員

その他 0

0計

管理職手当

1,200

比　　　較 △ 1

0

比　　　較

3,116

本　年　度

27,88048,063

前　年　度

14

職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

前　年　度

△ 894

47,339

給　　料 職員手当

27,374

地域手当

2,944

75,943

15,226

14,868

△ 77

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

△ 77

計報　　酬

9,387

9,387

49

49

9,387

9,310

9,310

90,811

441

152

住居手当

△ 77

共　済　費

△ 77

備　　考

89,939

△ 77

△ 77

合　　計

74,713

588

516 912

2,965

358

593

△ 872△ 506

1,200

勤勉手当

324

684

△ 168

通勤手当

△ 1,230

314

7,405

7,719

△ 213

11,268

11,481

2,222

△ 21比　　　較

超過勤務手当 期末手当区　　分

－　　－310



（２）　給料の増減明細

千円 千円

給与改定に 給料表改定による増額 改定率

伴う増減分

昇給に伴う 平均昇給間差額×現に 平均昇給率

増加分 在職する職員数×12月

(5,233円×10人×12月）

その他の 採用、退職、会計間の異 職員数の変動状況

増減分 動等による増減

採用、退職、会計間の異動

等状況

％

29年1月1日

0.21103

増　減　額 備　　　　　考区　　分

△ 724 1給 料

628

増減額の増減事由別内訳

2

説　　　　　明

1.88

0

増　　減

29.1.2～
　　30.1.1

人

30年1月1日

3

％

現在、在職
する職員数

人13

△ 1,455

人 0 人
（見込） （見込）

人

人△ 1

人4

退職等

14

採用等

3

30.1.2～
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（３）　職員手当の増減明細

千円 千円 千円

給与改定に 給与改定による手当額の 地域手当

伴う増減分 変更による増額 扶養手当

期末手当

勤勉手当

昇給に伴う 地域手当

増加分 期末手当

勤勉手当

その他の 採用、退職、会計間の異 地域手当

増減分 動等による増減 扶養手当

住居手当

通勤手当

超過勤務手当

期末手当

勤勉手当

（４）　給料及び職員手当の支給状況

ア　職員一人あたりの給与

　※ 平均年齢の小数点以下は月数を示す。

イ　初任給

円

444

1,000円
引き上げ円

147,100

322,554

3

増減額の増減事由別内訳

1

△ 1,071

303

262

高校卒

円

44.11 歳

大学卒
前年度

平成29年1月1日
現　　　　　　　在

1級 5号給

区　　　　　　　　分

平成30年1月1日
現　　　　　　　在

平均給料月額 302,131

区　　　　分 宮　　代　　町

平均給料月額

区　　分 増　減　額

△ 506職員手当

一般職員

2

平　均　年　齢 43.03

平均給与月額

△

平均給与月額 355,198

179,200

178,200

1,000円
引き上げ

1級25号給185,800

△

△

324

36

57

2

説　　　　　明

133

△

132

152

△ 894

339△

△

円

国

1級25号給

1,000円
引き上げ

1級 5号給

1級 5号給 146,100

221

円

1,000円
引き上げ

前年度

151,500 円

本年度 1級25号給

1級25号給 184,800

1級 5号給

334,305 円

備　　　　　　考

91

円

38

歳

平　均　年　齢

円

円

円

150,500

△ 7

本年度

円
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

オ　期末手当及び勤勉手当

1 級

主　　事

人

主　　査 主　　任

有

2 級

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置

有4.40

有

支給率計 （月分）

2.075

％

9

64.3 64.3

4.40

副 課 長

14

合　　計

10

人9

9

人14

4

一般職員

級
区　　　　分

5級

職員数（人）

平成30年1月1日

現　　　　　　　在

0.00

1級

主　　幹

％％ 76.9

人

人

課　　長

本　年　度

6月 （月分）

支給期別支給率

12月 （月分）

10

 比率　（Ｂ）／（Ａ）

区　　分

2.275

6号給

8号給

前　年　度

国の制度

2.225

2.125

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

人13

 号給数別内訳
9

76.9 比率　（Ｂ）／（Ａ）

級

4級

3号給

前
　
年
　
度

 職員数 （Ａ）

4号給

6号給

8号給

人

本
　
年
　
度

5 級

2号給

2.125

区　　　分

3 級4 級

6

4号給

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

13

代表的な職種

46.15

3級

一般職員

2

人

人

人

9

1

9

人

人

2.275

6級 0

％

 号給数別内訳

職　　　務

6 級

 職員数 （Ａ）

計

1

0

13 100.00

15.39

2級

30.77

7.69

構成比（％）

1 人

人

4.30

0.00
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カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　その他の手当

47.709
定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

備　考

埼 玉 県 市 町 村
総 合 事 務 組 合

49.59

20年勤続の者
（月分）

25年勤続の者
（月分）

35年勤続の者
（月分）

最高限度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等

％

同

49.59

通　勤　手　当 同

扶　養　手　当 同

住　居　手　当

全　地　域

％

国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率

6

6

34.5825

24.586875 33.27075 47.709

区　　　分 国の制度との異同

13

差異の内容

人

国

宮代町 25.55625

支 給 対 象 職 員 数

支 給 率

支 給 対 象 地 域

区　分

－　　－314





（平成３０年度に係る分）

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

前年度末までの支出見込額

地域包括支援センター
運 営 業 務 委 託 契 約

地域包括支援センター
運営業務委託に要する額

事 項 限 度 額
期 間 金 額

－　　－316



（単位：千円）

一般財源

平 成 31 年 度

のについての前年度末までの支出額

以降の支出予定額等に関する調書

限 度 額
に 同 じ

左 の 財 源 内 訳

期 間 金 額

特 定 財 源

地域支援事業交
付要綱及び埼玉
県地域支援事業
交付金交付要綱
に基づき交付さ
れる額

限度額から左記
特定財源を控除
した額

当該年度以降の支出予定額

国 県
支出金

地方債 その他

－　　－317





平 成 ３０ 年 度

宮 代 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

（ 附 予 算 説 明 書 ）





平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算

平成３０年度宮代町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９３，８３６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

平成３０年 ２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之

－　　－319



－　　－320



－　　－321





平 成 ３０ 年 度

宮代町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
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給　　与　　費　　明　　細　　書

２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

（単位　千円）

比　　　較

1,265

26△ 30

△ 61

本　年　度

108

△ 202

期末手当超過勤務手当

14,518

△ 292

報　　酬

3,995

2

合　　計

1,930

12,296 2,222

11,370

8,214

区　　分
職員数
（人）

2

区　　分

本　年　度

前　年　度

職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

前　年　度

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

計給　　料 職員手当
備　　考共　済　費

13,3007,375

1,757

△ 1,218△ 926

24 226

232

256 252

1,959

区　　分

4,082

通勤手当

448

勤勉手当

500

地域手当

78本　年　度

△ 52比　　　較

比　　　較 0 △ 839 △ 87

前　年　度

扶養手当

1,204
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（２）　給料の増減明細

千円 千円

給与改定に 給料表改定による増額 改定率

伴う増減分

昇給に伴う 平均昇給間差額×現に 平均昇給率

増加分 在職する職員数×12月

(4,916円×2人×12月）

その他の 採用、退職、会計間の異 職員数の変動状況

増減分 動等による増減

採用、退職、会計間の異動

等状況

人増　　減 0

区　　分 説　　　　　明増　減　額 増減額の増減事由別内訳

現在、在職
する職員数

2

％給 料 △ 839 1

2

1.73 ％

3 △ 976

0.2619

29年1月1日

30年1月1日

2

人

備　　　　　考

118

人

人 1 人

30.1.2～
0 人 0 人

（見込） （見込）

採用等 退職等

29.1.2～
　　30.1.1

1
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（３）　職員手当の増減明細

千円 千円 千円

給与改定に 給与改定による手当額の 扶養手当

伴う増減分 変更による増額 期末手当

勤勉手当

昇給に伴う 地域手当

増加分 期末手当

勤勉手当

その他の 採用、退職、会計間の異 地域手当

増減分 動等による増減 通勤手当

超過勤務手当

期末手当

勤勉手当

（４）　給料及び職員手当の支給状況

ア　職員一人あたりの給与

　※ 平均年齢の小数点以下は月数を示す。

イ　初任給

26

26

円

円147,1001,000円
引き上げ

高校卒
本年度 1級 5号給 151,500 1,000円

引き上げ前年度 1級 5号給 150,500 円

1級 5号給

1級 5号給 146,100

円

前年度 1級25号給 184,800 円 1級25号給

区　　　　分 宮　　代　　町 国

大学卒
本年度 1級25号給 185,800 円 1,000円

引き上げ

179,200 円 1,000円
引き上げ178,200 円

平均給料月額 341,600 円

平均給与月額 365,455 円

1級25号給

232

区　　　　　　　　分 一般職員

平成29年1月1日
現　　　　　　　在

2 52 8

△ 87 1

△ 60

37 △ 30

18

区　　分 増　減　額 増減額の増減事由別内訳 説　　　　　明 備　　　　　　考

70

職員手当

43.02 歳

平成30年1月1日
現　　　　　　　在

平均給料月額 306,000 円

平均給与月額 円

47.06 歳

△ 3

3 △ 176

339,788

平　均　年　齢

平　均　年　齢

225

149

△

△
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

オ　期末手当及び勤勉手当

主　　事

1 級

4.30

2.125 2.275国の制度

4.40

4.40

前　年　度 2.075 2.225

％

2.275

区　　分
支給期別支給率

支給率計 （月分）
6月 （月分） 12月 （月分）

8号給

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置

 比率　（Ｂ）／（Ａ） 100.0 ％ 100.0

2 人

6号給

職　　　務 課　　長 副 課 長 主　　幹 主　　査

前
　
年
　
度

級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級

計 2 100.00

主　　任

4級 0 0.00

5級 0 0.00

0.00

3級 1 50.00

2級 0

区　　　　分
一般職員

級 職員数（人） 構成比（％）

本　年　度 2.125

有

有

有

 職員数 （Ａ）

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

 号給数別内訳

2 人 2

2号給

4号給 2 人

人

100.0 ％

人

2 人 2 人

合　　計
代表的な職種

一般職員

2 人

2 人

 昇給に係る職員数 （Ｂ） 2 人 2 人

4号給 2 人
 号給数別内訳

2号給

6号給

8号給

 職員数 （Ａ） 2

 比率　（Ｂ）／（Ａ） 100.0 ％

平成30年1月1日

現　　　　　　　在

区　　　分

本
　
年
　
度

1級 50.001

6級 0 0.00
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カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　その他の手当

区　分

2

25.55625 34.5825宮代町

％

支 給 対 象 職 員 数

支 給 対 象 地 域 全　地　域

人

国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率

6 ％

通　勤　手　当 同

区　　　分 国の制度との異同 差異の内容

扶　養　手　当 同

住　居　手　当 同

支 給 率 6

49.59 49.59

20年勤続の者
（月分）

25年勤続の者
（月分）

35年勤続の者
（月分）

最高限度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等

備　考

埼 玉 県 市 町 村
総 合 事 務 組 合

47.709
定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

国 24.586875 33.27075 47.709
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平 成 ３０ 年 度

宮 代 町 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算
（ 附 予 算 説 明 書 ）





平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算

平成３０年度宮代町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７８，５５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３００，０００千円と定める。

平成３０年 ２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

宮代町水洗便所等改造資金 「宮代町水洗便所等改造資金融
融資あっせん制度に伴う 平 成 ３ ０ 年 度 か ら 資あっせん要綱」に基づき利子
利 子 補 給 及 び 損 失 補 償 平 成 ３ ４ 年 度 ま で 補給をすることとなる金額
（平成３０年度融資分） 及 び 損 失 の 補 償

下水道事業地方公営企業法 平 成 ３ ０ 年 度 か ら 下水道事業地方公営企業法

適用移行支援業務委託料 平 成 ３ １ 年 度 か ら 適用移行支援業務に要する額

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為
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（単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

政府資金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
にはその債権者

普 通 貸 借 と協定するもの
111,800 又は 年5.0％以内 による。ただし、

証 券 発 行 町財政の都合に
より据置期間及
び償還期限を短
縮し、又は繰上
償還もしくは低
利に借換えする
ことができる。

33,800 同 上 同 上 同 上

70,000 同 上 同 上 同 上

215,600計

第 ３ 表 地 方 債

起 債 の 目 的

公 共 下 水 道 事 業

流 域 下 水 道 事 業

資 本 費 平 準 化 債

－　　－345





宮代町公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

平 成 ３０ 年 度
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給　　与　　費　　明　　細　　書

２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

（単位　千円）

15,426

区　　分
職員数
（人）

前　年　度

2

比　　　較 0

本　年　度

7

146 231 796

2 7,932

396

12,855

502

地域手当

2,802

2,571

16,222

94

4,923

△ 36

509

419

24

住居手当

432

比　　　較

職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

区　　分

本　年　度

前　年　度

比　　　較

190

330

備　　考
報　　酬 計

8,078

給　　料 職員手当
合　　計

超過勤務手当通勤手当

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共　済　費

13,4205,342

扶養手当

565

520

293

324 293

0

324

0

勤勉手当区　　分

1,987本　年　度 1,313

1,963 1,219

期末手当

前　年　度
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（２）　給料の増減明細

千円 千円

給与改定に 給料表改定による増額 改定率

伴う増減分

昇給に伴う 平均昇給間差額×現に 平均昇給率

増加分 在職する職員数×12月

(5,458円×2人×12月）

その他の 採用、退職、会計間の異 職員数の変動状況

増減分 動等による増減

備　　　　　考

％0.24

0

15146 1

区　　分

給 料

増　減　額 増減額の増減事由別内訳 説　　　　　明

2 131

30年1月1日

2.09 ％

現在、在職
する職員数

2

2

人

29年1月1日

増　　減

人

人0

3

－　　－363



（３）　職員手当の増減明細

千円 千円 千円

給与改定に 給与改定による手当額の 地域手当

伴う増減分 変更による増額 扶養手当

期末手当

勤勉手当

昇給に伴う 地域手当

増加分 期末手当

勤勉手当

その他の 採用、退職、会計間の異 超過勤務手当

増減分 動等による増減

（４）　給料及び職員手当の支給状況

ア　職員一人あたりの給与

　※ 平均年齢の小数点以下は月数を示す。

イ　初任給

1,000円
引き上げ

円

円

147,100

146,100

1級25号給

1級 5号給

宮　　代　　町

平均給料月額

前年度

1級25号給

1級25号給

29

1級 5号給本年度

3

増減額の増減事由別内訳

1

説　　　　　明

57

330

32

151,500

円

円

本年度 185,800

184,800

区　　　　分

大学卒

平　均　年　齢 歳

△

円

円

区　　　　　　　　分

5

330

20

備　　　　　　考

74

36

円

1△

平成30年1月1日
現　　　　　　　在

平均給料月額

平均給与月額

334,950

平成29年1月1日
現　　　　　　　在

329,250

1,000円
引き上げ

1級25号給 179,200

178,200

8

1,000円
引き上げ

国

円

△

1,000円
引き上げ

円

歳

1級 5号給

平均給与月額

前年度 1級 5号給

職員手当

43.03

区　　分

高校卒
150,500

増　減　額

419

平　均　年　齢

391,883 円

円

2

円

44.03

399,822

一般職員
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

オ　期末手当及び勤勉手当

1 級

主　　事

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置

人

2 級

一般職員

代表的な職種

4.40

人2

主　　任

％％

人

2

2

人

人

人

4 級

2号給

 職員数 （Ａ）

区　　　分

2

人2

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

5 級

合　　計

一般職員
区　　　　分

 号給数別内訳
4号給

平成30年1月1日

現　　　　　　　在

1級

100

2

本
　
年
　
度

区　　分

本　年　度

2 職員数 （Ａ）

2 人 2

人

人

2

12月 （月分）6月 （月分）

100.0

2号給

100.0 比率　（Ｂ）／（Ａ）

支給期別支給率

2.125

前　年　度

国の制度 2.125

前
　
年
　
度

2.275

有2.275

2.075

 号給数別内訳

8号給

4.40

支給率計 （月分）

4号給

6号給

6号給

8号給

 比率　（Ｂ）／（Ａ）

 昇給に係る職員数 （Ｂ）

100.00

職　　　務 課　　長 主　　幹副 課 長

級

主　　査

6 級

2

職員数（人）

人

3 級

人

人2

2

100

％ ％

2.225 4.30

有

有

50.00

0 0.00

0.00

50.00

1

計

1

0

0 0.00

2級

構成比（％）級

6級 0 0.00

3級

4級

5級
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カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　その他の手当

49.5949.59

定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

埼 玉 県 市 町 村
総 合 事 務 組 合

20年勤続の者
（月分）

33.27075 47.709 47.709

25年勤続の者
（月分）

35年勤続の者
（月分）

国 24.586875

全　地　域

25.55625 34.5825

区　分
最高限度
（月分）

宮代町

支 給 対 象 職 員 数

国の制度との異同

6 ％
国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率

支 給 率 ％6

扶　養　手　当

区　　　分

支 給 対 象 地 域

通　勤　手　当 同

同

2 人

住　居　手　当 同

差異の内容

そ の 他 の
加 算 措 置 等

備　考
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（過年度に係る分）

宮代町水洗便所等改造資 「 宮 代 町 水 洗 便 所 等 改造
金融資あっせん制度に伴 資 金 融 資 あ っ せ ん 要 綱」
う利子補給及び損失補償 に 基 づ き 利 子 補 給 す るこ
（平成 29年度融資分） と と な る 金 額 及 び 損 失の

補償

（平成３０年度に係る分）

宮代町水洗便所等改造資 「 宮 代 町 水 洗 便 所 等 改造
金融資あっせん制度に伴 資 金 融 資 あ っ せ ん 要 綱」
う利子補給及び損失補償 に 基 づ き 利 子 補 給 す るこ
（平成 30年度融資分） と と な る 金 額 及 び 損 失の

補償

下水道事業地方公営企業法 下水道事業地方公営企業法

適用移行支援業務委託料 適用移行支援業務に要する額

平 成 29 年 度 16,463

平 成 29 年 度

前年度末までの支出見込額
事 項 限 度 額

期 間 金 額

事 項 限 度 額
期 間 金 額

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 以 降 に わ た る も

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

前年度末までの支出見込額
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（単位：千円）

一般財源

平 成 30 年 度 か ら 限 度 額 限 度 額

平 成 33 年 度 ま で に 同 じ に 同 じ

（単位：千円）

一般財源

平 成 30 年 度 か ら 限 度 額 限 度 額

平 成 34 年 度 ま で に 同 じ に 同 じ

平 成 30 年 度 か ら 限 度 額 限度額から
左 記 特 定
財源を控除

平 成 31 年 度 ま で に 同 じ し た 額

金 額
国 県
支出金

地方債 その他

公営企業
会計の適
用に要す
る額

当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

期 間

特 定 財 源

期 間 金 額
国 県
支出金

地方債 その他

のについての前年度末までの支出額

以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
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前 々 年 度 末 前 年 度 末

現 在 高 現 在 高 見 込 額

準 公 営 企 業 債 5,143,297 4,843,247

（１） 公 共 下 水 道 事 業 債 4,658,575 4,296,546

（２） 流 域 下 水 道 事 業 債 414,722 406,701

（３） 資 本 費 平 準 化 債 70,000 140,000

合 計 5,143,297 4,843,247

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

区 分
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金
現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

215,600 481,531 4,577,316

111,800 448,182 3,960,164

33,800 33,349 407,152

70,000 0 210,000

215,600 481,531 4,577,316

現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び

見 込 み に 関 す る 調 書
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（ 附 予 算 説 明 書 ）

平 成 ３０ 年 度

宮代町農業集落排水事業特別会計予算





平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算

平成３０年度宮代町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２，７２４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

６０，０００千円と定める。

平成３０年 ２月１５日提出

宮代町長 新 井 康 之
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平 成 ３０ 年 度

宮代町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書
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給　　与　　費　　明　　細　　書

２　一般職

（１）　総　括 （単位　千円）

（単位　千円）

（２）　給料の増減明細

千円 千円

給与改定に 給料表改定による増額 改定率

伴う増減分

昇給に伴う 平均昇給間差額×現に 平均昇給率

増加分 在職する職員数×12月

(8,333円×1人×12月）

その他の 職員数の変動状況

増減分

採用、退職、会計間の異動

等状況

％

区　　分
職員数
（人）

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
共　済　費 合　　計 備　　考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

本　年　度 1 2,946 1,662 4,608 996 5,604

前　年　度 1 4,504 2,528 7,032 1,355 8,387

比　　　較 0 △ 1,558 △ 866 △ 2,424 △ 359 △ 2,783

職 員 手 当 の

内　　　　　　訳

区　　分 地域手当 扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当

本　年　度 182 78 180 68 689

前　年　度 285 234 51 108 1,140

比　　　較 △ 103 △ 156 129 △ 40 △ 451

区　　分 勤勉手当

本　年　度 465

前　年　度 710

比　　　較 △ 245

備　　　　　考

給 料 △ 1,558 1 12 0.41

3 △ 1,670

区　　分 増　減　額 増減額の増減事由別内訳 説　　　　　明

2 100

現在、在職
する職員数

30年1月1日 1 人

29年1月1日 1 人

退職等

0 人

29.1.2～
　　30.1.1

3.66 ％

採用等

増　　減 0 人

（見込） （見込）

1 人 1 人

30.1.2～
0 人
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（３）　職員手当の増減明細

千円 千円 千円

給与改定に 給与改定による手当額の 地域手当

伴う増減分 変更による減額 扶養手当

期末手当

勤勉手当

昇給に伴う 地域手当

増加分 期末手当

勤勉手当

その他の 採用、退職、会計間の異 地域手当

増減分 動等による増減 扶養手当

通勤手当

超過勤務手当

期末手当

勤勉手当

（４）　給料及び職員手当の支給状況

ア　職員一人あたりの給与

　※ 平均年齢の小数点以下は月数を示す。

イ　初任給

28

区　　分 増　減　額 増減額の増減事由別内訳 説　　　　　明 備　　　　　　考

職員手当 △ 866 1 △ 23 △ 2

△

円

243,300 円

114

3 △ 887 △ 108

区　　　　　　　　分 一般職員

平成30年1月1日
現　　　　　　　在

平均給料月額

平均給与月額 283,469

歳

区　　　　分 宮　　代　　町

平　均　年　齢 37.06 歳

円

国

平成29年1月1日
現　　　　　　　在

平均給料月額 375,400 円

平均給与月額 417,270

平　均　年　齢 52.01

大学卒
本年度 1級25号給 185,800 円

前年度 1級25号給 184,800 円

179,200 円 1,000円
引き上げ1級25号給 178,200 円

1級 5号給

1,000円
引き上げ

1級 5号給

1,000円
引き上げ

1級25号給

円 1,000円
引き上げ146,100 円

147,100
高校卒

本年度 1級 5号給 151,500 円

前年度 1級 5号給 150,500 円

2 44 7

7

△ 42

22

15

△

△ 288

129

△ 40

△ 466
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ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

エ　昇給

オ　期末手当及び勤勉手当

1 級

主　　事

6級 0 0.00

区　　　　分
一般職員

級 職員数（人） 構成比（％）

2級 1 100.00

0 0.00

0 0.00

1 100.00

3級 0 0.00

4級

5 級

平成30年1月1日

現　　　　　　　在

1級

4 級

5級 0 0.00

計

3 級 2 級

職　　　務 課　　長 副 課 長 主　　幹 主　　査 主　　任

級 6 級

区　　　分 合　　計
代表的な職種

一般職員

本
　
年
　
度

 職員数 （Ａ） 1 人 1 人

 昇給に係る職員数 （Ｂ） 1 人 1 人

 号給数別内訳

2号給

4号給 1 人 1 人

6号給

8号給

 比率　（Ｂ）／（Ａ） 100 ％ 100 ％

前
　
年
　
度

 職員数 （Ａ） 1 人 1 人

 昇給に係る職員数 （Ｂ） 1 人 1 人

 号給数別内訳

2号給

4号給 1 人 1 人

6号給

8号給

 比率　（Ｂ）／（Ａ） 100 ％ 100 ％

区　　分
支給期別支給率

支給率計 （月分）
職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置6月 （月分） 12月 （月分）

本　年　度 2.125 2.275 4.40 有

前　年　度 2.075 2.225 4.30 有

国の制度 2.125 2.275 4.40 有
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カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　その他の手当

区　分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等

34.5825 49.59 49.59
定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

備　考

埼 玉 県 市 町 村
総 合 事 務 組 合

国 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置

国の制度との異同 差異の内容

宮代町 25.55625

支 給 対 象 地 域 全　地　域

支 給 率 6 ％

住　居　手　当 同

支 給 対 象 職 員 数 1 人

国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率

6 ％

区　　　分

通　勤　手　当 同

扶　養　手　当 同
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前 々 年 度 末 前 年 度 末

現 在 高 現 在 高 見 込 額

準 公 営 企 業 債 374,870 353,758

374,870 353,758

合 計 374,870 353,758

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

区 分

農 業 集 落 排 水 事 業 債
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金
現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

0 21,509 332,249

0 21,509 332,249

0 21,509 332,249

現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び

見 込 み に 関 す る 調 書
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